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特

深刻！多重債務問題集
（Ｐ２～４）

★お金を借りるときの注意点

★債務整理の方法

★「グレーゾーン」ってなに？

（Ｐ４）★統計スポット

新しい啓発パネルが出来ました！

～あなたを狙うこんな手口～
契約のトラブルを中心に悪質な業者の手口をわかりやすくご紹介しています。

「点検商法」 「かたり商法」
「無料商法」 「催眠商法」
「当選商法」 「デート商法」
「送りつけ商法」

（７枚組）

貸出のお申し込みはこちらまで！

○県立消費生活センター（彦根）
０７４９－２７－２２３３

○県立消費生活センター分室（草津）
０７７－５６３－４５８４

※センターでは様々な啓発パネルを
貸し出しています。
ぜひ、ご利用ください！（無料）



特

深刻！多重債務問題集

とは、借金を返すために借金を重ねるといった状態です。○「多重債務」
１５０万人から２００万人は存在する現在、全国に多重債務者が

といわれており、滋賀県内の相談窓口にも深刻な相談がよせられています。

※４月～７月で
３４８件となり、
最近５年間の同期間で
最多となっています。

（ＰＩＯーＮＥＴより）

孫が で買い物を繰り です。ローン 「ローン＝借金」
返しているうちに、月々の返 安易な買い物や借金は絶対に
済ができなくなり、 やめましょう！消費者金
に借金をしてしまった。 また、保証人などになってい融

どうしたらよいか。 ない限り、家族であっても返
済の義務は全くありません。

「融資の信用審査のために これは と「貸します詐欺」
先に２０万円振り込んでくれ いって、 の悪質な手」 ヤミ金融
と説明され支払ったが、 口です。
その後お金を融資されること いったん支払ったお金を取
はなかった。 り戻すことは難しく、絶対に

手を出してはいけません！
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生活費のための借金がふく 借金の整理方法は主に４つ
らみ 返済ができなくなった ありますが、、 。
借金を整理したいがどうし まずは す法律の専門家に相談

たらよいか？ ることが大切です。
（★債務整理の方法を参照）

半年前に自己破産をして借 債務整理をし、一定の期間
金を整理した。 は新たに借金をすることが難
最近 する しくなった状態の人を狙った、「無審査で融資」

といった勧誘の電話や郵便物 です。ヤミ金融の勧誘
が毎日入り困っている。

法律を守って営業している
業者が無審査で融資をするこ
とはありません。

。絶対に手をださないことです

★お金を借りるときの注意点

①本当に必要なお金（商品）ですか？
②借りる以外に方法はありませんか？
③金利・返済期間などを確認しましたか？
④返済の計画は立っていますか？
⑤貸し付け書を必ずもらいましょう！

★債務整理の方法

、 。①自己破産・・・・全財産をお金に換えて配当し 残りは免除してもらう方法
・・借金の一部を原則３年間で分割返済し、②個人民事再生

残りは免除してもらう方法。
・・・・裁判所の調停委員による和解交渉。③特定調停
・・・・弁護士等の法律の専門家による和解交渉。④任意整理

◎詳しくは啓発リーフレット
「多重債務に陥らないために」

をご覧ください（無料）



「グレーゾーン」ってなに？
刑事罰
あり

２９．２％
出資法の上限金利

・

グレーゾーン
（消費者金融やカード会社の多くは20 ％

この範囲内で営業しています）刑事罰
％なし 18

％15
利息制限法（現行）有効な金利

10万円 100万円以上（借りた金額）

※ 現在「グレーゾーン廃止の方向」で検討が進められています。

～滋賀県内の消費生活相談状況の中から注目の統計
ご紹介します～統計を

月～７月4

多 重 債 務 関連

「くらしのかわら版」の記事は自由に使っていただいて構いませんが、必ず「参考：滋賀県立消費
生活センター発行くらしのかわら版」等の文言を入れてください。

〒522－0071 彦根市元町４－１インターネットでもご覧頂けます。
滋賀県立消費生活センターhttp://www.pref.shiga.jp/c/shohi/
TEL：０７４９－２７－２２３３平成１８年１０月発行


